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要旨：高等特別支援学校生の保護者に高等特別支援学校における消費者教育に求める学

習内容に関する質問紙調査を 2022 年 11 月に行った．そして，回答のあった保護者 245
名のデータを因子分析した．その結果，高等特別支援学校における消費者教育に保護者が

求める学習内容は第 1因子：オンラインゲームの利用に関する内容，第 2因子：消費生活
を送るなかでの契約や制度に関する内容，第 3因子：インターネット通販の利用に関する
内容，第 4因子：金銭の管理に関する内容，第 5因子：店売りの利用に関する内容からな
る 5因子構造であることが明らかになった． 
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●

Ⅰ．問題と目的 

2018年の民法改正により，成年年齢が 18歳
に引き下げられた．この成年年齢の引き下げに

よって，後期中等教育段階における満 18 歳以
上の生徒は在学中から一人で契約をすること

が可能となった 19)．こうした民法改正の動向を

受け，文部科学省は 2019 年の学習指導要領改
訂に際し，関連する各教科等において消費者教

育に関する学習内容の更なる充実を図った 9)．

その一つとして，知的障害者である生徒に対す

る教育を行う特別支援学校高等部の家庭科に

関しては「Ｃ消費生活・環境」において，新た

に売買契約の仕組み，消費者被害の背景とその

対応に関する内容が加えられた 10)．しかし，知

的障害である児童生徒に対する教育を行う特

別支援学校の各教科の特徴からして，具体的な

学習内容は生徒の実態や保護者の意向，地域の

実態を加味しながら，各学校において設定して

いくことになる．

このような状況を踏まえ，本研究では，高等

特別支援学校生の保護者に高等特別支援学校

における消費者教育に求める学習内容に関す

る質問紙調査を行うこととする．そして，その

結果から高等特別支援学校における消費者教

育に保護者が求める学習内容の因子構造を明

らかにすることを目的とする．

●

Ⅱ．方法 

１．調査対象 

Ａ県立Ｂ高等特別支援学校生の保護者53名，
Ｃ県立Ｄ高等特別支援学校生の保護者 115 名，
Ｅ県立Ｆ高等特別支援学校生の保護者 77 名の
計245名．なお，その内訳は，父親23名(9.4％)，
母親 207 名(84.5％)，その他 15 名(6.1％)であ
った．また，調査対象者の子どものプロフィー

ルは，1年生92名(37.5％)，2年生72名(29.4％)，
3年生 81名(33.1％)，男子 181名(73.9％)，女
子 64名(26.1％)であった．そして，知的障害の
程度(療育手帳)は軽度 243名(99.9％)，中・重度
2名(0.1％)であった．知的障害と併せ有する障
害の状況は肢体不自由 4 名(1.7％)，病弱 2 名
(0.8％)，自閉症 24名(9.8％)，他 21名(8.5％)で
あった．

２．調査時期 

2022年 11月 

３．調査手続き 
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調査対象とする高等特別支援学校を東日本

地区，中日本地区，西日本地区から各 1校ずつ
任意で抽出した。そして，各学校長の調査協力

への承諾を得た後，各調査対象校に調査用紙を

郵送し，各学級担任を通じて保護者 327名に配
布した．なお，調査対象者には書面で，調査の

趣旨，調査の参加は個人の自由意思に基づくも

のであること，回答内容はコンピュータ処理を

行い，個人が特定されないこと，調査結果は公

開することなどを示し，同意を得た者のみが回

答するようにした．回答終了後，対象校が取り

まとめ，郵送によって，248名(回収率 75.8％)
から回収した．そのうち，欠損データのあった

3名分を除き，245名分を分析対象とした． 
 

４．調査項目 

各地の自治体が作成している高等特別支援学

校や特別支援学校高等部対象の消費者教育の手

引きや教材，消費者庁が行った調査などを参考

にして，障害児教育学を専門とする大学教員 3
名にて，高等特別支援学校における消費者教育

に保護者が求める学習内容に関する調査項目と

して Table 1に示した 22項目を選定した． 
また，調査対象校の学校長 3名に項目の内容

や表現を確認した．そして，高等特別支援学校

における消費者教育の内容の必要度を 3件法(2.
すごく思う，1.やや思う，0.少しも思わない)に
て尋ねた． 
 

５．分析方法 

高等特別支援学校における消費者教育に保

護者が求める学習内容の因子構造を明らかに

するために因子分析(一般化した最小２乗法，バ
リマックス法)を行った．ただし，因子負荷量
|.40｜に満たない項目が生じた際，また，1 因
子 2項目が生じた際は，その項目を削除し，再
解析をした． 
さらに，Cronbach のα係数による信頼係数

Table 1 高等特別支援学校における消費者教育に保護者が求める学習内容に関する調査項目 

・消費者のための法律と制度について(消費者契約法、クーリングオフ制度など)

・購入に伴う"契約"について("約約"と"契約"の違いや売買契約など)

・購入に伴う契約において注意することについて（契約書やルールの確認など）

・購入に伴う契約の結び方・やめ方について（書面や口頭など）

・お金の種類について（紙幣や硬貨、電子マネーなど） 

・金銭の管理について（家計簿の付け方やお金の使うバランス、収入と支出など）

・貯蓄について（貯金や銀行の利用など）

・保険について（加入できる保険の種類や専門保険会社への相談など）

・実店舗での買物の仕方について（商品の選び方や商品の場所の尋ね方、支払方法など）

・実店舗での買物で事前に行うことについて（予算設定や購入計画、店舗の選別など）

・実店舗での買物で注意することについて（予算内での購入やレシートの保存など）

・実店舗での買物で困ったときの対応について（保護者・消費生活センターへの相談など）

・電話・SNSなどでの販売で注意することについて（アポイントメントセールスなど）

・インターネット通販での買物の仕方について（商品の選び方や問合せの仕方、支払方法など）

・インターネット通販での買物で事前に行うことについて（予算設定や購入計画、サイトの選別など）

・インターネット通販での買物で注意することについて（予算内での購入、購入完了メールの保存など）

・インターネット通販での買物で困ったときの対応について（保護者・消費生活センターへの相談など）

・ホームページ・メールの利用で注意することについて（偽サイトやワンクリック詐欺など）

・オンラインゲームのやり方について（ゲーム課金など）

・オンラインゲームで事前に行うことについて（予算設定や時間設定など）

・オンラインゲームで注意することについて（予算・時間内での使用や個人情報保護など）

・オンラインゲームで困ったときの対応について（保護者・消費生活センターへの相談など）
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高等特別支援学校における消費者教育に保護者が求める学習内容に関する調査研究 

にて尺度の内的一貫性を検証した．なお，因子

名については〈  〉で示した． 
 
● 

Ⅲ．結果 

 

1 回目の因子分析で因子負荷量|.40|に満た
なかった 3項目「お金の種類について」「電話・
SNS などでの販売で注意することについて」
「ホームページ・メールの利用で注意すること

について」を除外して再解析を行った．そして，

2回目で 1因子 2項目となった「実店舗での買
物で困ったときの対応について」「インターネ

ット通販での買物で困ったときの対応につい

て」を除外し，さらに解析を行った．その結果，

3 回目の解析にて，因子負荷量は 17 項目いず
れも|.40|以上であり，5 因子ともに 3 項目以
上となった． 
第 1因子は「オンラインゲームで事前に行う

ことについて」「オンラインゲームのやり方に

ついて」「オンラインゲームで困ったときの対

応について」「オンラインゲームで注意するこ

とについて」の 4項目から〈オンラインゲーム
の利用に関する内容〉の因子と命名した． 
また，第 2因子は「購入に伴う“契約”につ

いて」「購入に伴う契約の結び方・やめ方につい

て」「購入に伴う契約において注意することに

ついて」「消費者のための法律と制度について」

の 4項目から〈消費生活を送るなかでの契約や
制度に関する内容〉の因子と命名した． 
そして，第 3因子は「インターネット通販で

の買物の仕方について」「インターネット通販

での買物で事前に行うことについて」「インタ

ーネット通販での買物で注意することについ

て」の 3項目から〈インターネット通販の利用
に関する内容〉の因子と命名した． 
さらに，第 4因子は「貯蓄について」「保険に

ついて」「金銭の管理について」の 3 項目から
〈金銭の管理に関する内容〉の因子と命名した． 
最後に，第 5因子は「実店舗での買物で注意

することについて」「実店舗での買物で事前に

行うことについて」「実店舗での買物の仕方に

ついて」の 3項目から〈店売りの利用に関する
内容〉の因子と命名した． 
なお，α係数はモデル全体.807であり，信頼

性は確認できた． 
 
 
 

● 

Ⅳ．考察 

１．保護者が求める学習内容 

高等特別支援学校における消費者教育に保

護者が求める学習内容の因子構造は Table2 に
示したように，〈オンラインゲームの利用に関

する内容〉〈消費生活を送る中での契約や制度

に関する内容〉〈インターネット通販の利用に

関する内容〉〈金銭の管理に関する内容〉〈店売

りの利用に関する内容〉の 5因子であった． 
(１)第 1 因子：オンラインゲームの利用に関す

る内容 

特別支援学校に在籍する児童生徒の長期休

暇の主な過ごし方は，テレビやビデオの視聴，

ゲームやパソコンの利用が多いとされている 2)． 
また，特別支援学校卒業生の休日の主な過ご

し方は，テレビの視聴，ゲームやパソコンの利

用が多いとされている 6)．そして，特別支援学

校に在籍する児童生徒が実際に被害に遭った

消費者トラブルの中で，オンラインゲームに関

する消費者トラブルが最も高い割合であるこ

とが現状である 3)． 
これらのことから，オンラインゲームは児童

生徒の利用率・余暇活動の割合ともに高いもの

であるが，保護者自身が知らないことであった

り，経験していないことであったりするため，

保護者の学校における消費者教育への意向に

現れたと考える． 
なお，各自治体の高等特別支援学校生や特別

支援学校高等部生を対象に作成された手引き

において，第 1因子を取り扱っていた団体は 15
団体中 5団体しかなかった． 
（２）第 2因子：消費生活を送る中での契約や制度 

に関する内容 

特別支援学校卒業生の多くが給与生活を始

め，20歳を迎えると障害基礎年金を受け取る人
が大半であり，消費生活において契約主体とし

ての責任が求められるようになる 13)．また，障

害者の契約トラブルによる被害が多く，かつ増

加傾向にあることが現状である 16)．なかでも，

知的障害者は日常生活に支障をきたす場面が

少なくないが，障害の程度について他人からは

判断しづらく，会話ができる人の場合は実際よ

り能力が高い印象を周囲に与えるため，消費者

トラブルに巻き込まれやすい傾向にあること

も指摘されている 12)． 
これらのことから，本人が学校在籍中に契約

の基本や原則を学び，学校卒業後，自立した消

費者として生活していくための力を養うため
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に，保護者の学校における消費者教育への意向

に現れたと考える． 
なお，各自治体の高等特別支援学校生や特別

支援学校高等部生を対象に作成された手引き

において，第 2因子の内容を取り上げていた団
体は 15団体中 10団体であった． 
（３）第 3因子：インターネット通販の利用に関する 

内容 

インターネット通販の利用状況は，知的障害

者 14.9％，発達障害者 39.6％，精神障害者
45.2％であり，知的障害者の利用の割合は他の
障害種と比較して低い現状にある 15)．しかし，

消費者庁をはじめとする各自治体では，知的障 
害児・者へのインターネット通販の利用や注意

点について，啓発や注意喚起をしている 5)17)．

特にその中でも，特別支援学校高等部生が被害

に遭いやすい消費者トラブルの一つとしてイ

ンターネット通販の利用による消費者トラブ

ルを指摘している 1)． 
これらのことから，知的障害者のインターネ

ット通販の利用は低い現状ではあるが，各自治

体での啓発等により，保護者の学校における消

費者教育への意向に現れたと考える． 
なお，各自治体の高等特別支援学校生や特別

支援学校高等部生を対象に作成された手引き

において，第 3因子の内容を取り上げていた団
体は 15団体中 6団体であった． 
（４）第 4因子：金銭の管理に関する内容 

知的障害者の家計管理支援について，自ら家

計の管理ができることで本人の生活や精神の

安定がみられるようになり，本人の希望に沿っ

た生活が実現するとされている 4)．また，特別

支援学校生の保護者の 60.1％が，生活と金銭管
理に関する学習を学校で行うことについて必

Table 2 高等特別支援学校における消費者教育に保護者が求める学習内容の因子構造 

N＝245，モデル全体の a係数.087 

 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

1  オンラインゲームで事前に行うことについて .801 .052 .199 -.028 .060

2  オンラインゲームのやり方について .757 .021 .216 .065 .060

3  オンラインゲームで困ったときの対応について .676 .205 .112 .166 .144

4  オンラインゲームで注意することについて .662 .067 .142 .100 .119

5  購入に伴う“契約”について .091 .774 .017 .099 -.025

6  購入に伴う契約の結び方・やめ方について .056 .773 .171 .183 .036

7  購入に伴う契約において注意することについて .065 .770 .057 .088 .081

8  消費者のための法律と制度について .057 .510 .152 .003 .009

9  インターネット通販での買物の仕方について .189 .103 .709 .123 .011

10  インターネット通販での買物で事前に行うことについて .235 .131 .621 .027 .078

11  インターネット通販での買物で注意することについて .185 .176 .527 .299 .173

12  貯蓄について .032 .121 .078 .745 -.042

13  保険について .150 .296 .216 .556 -.103

14  金銭の管理について .051 -.001 .047 .521 .198

15  実店舗での買物で注意することについて .042 .145 -.017 .170 .894

16  実店舗での買物で事前に行うことについて .071 -.046 .101 -.036 .483

17  実店舗の買物の仕方について .187 -.002 .054 -.047 .400

N=245，モデル全体のａ係数.807

 第5因子〈店売りの利用に関する内容〉

項　　　　　目
因子負荷量

 第1因子〈オンラインゲームの利用に関する内容〉

 第2因子〈消費生活を送るなかでの契約や制度に関する内容〉

 第3因子〈インターネット通販の利用に関する内容〉

 第4因子〈金銭の管理に関する内容〉
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要性を感じている 12)．さらに，知的障害児への

金銭管理等に関する教育は，従来“働くこと＝

稼ぐこと”を中心に行われてきたため，“使うこ

と”に関して十分に行われていないのではない

かとの指摘もある 20)． 
これらのことより，特別支援学校卒業後の安

定し，本人の希望に沿った生活の実現や，生活

と金銭管理等に関する内容の学習の必要性か

ら，保護者の学校における消費者教育への意向

に現れたと考える． 
なお，各自治体の高等特別支援学校生や特別

支援学校高等部生を対象に作成された手引き

において，第 4因子の内容を取り上げていた団
体は 15団体中 9団体であった． 
（５）第 5因子：店売りの利用に関する内容 

店売りにて買物をすることができるという

ことは，購入したいものの現物を見て購入し，

入手できることや，店員との実際のやりとりを

通して社会的な相互作用が必要とされている
18)．そのため，店売りにて買物をすることは，

障害児・者が自立した消費者として社会で生活

していくうえで，極めて有用なスキルであると

の指摘もある 8)． 
このことから，今後生活を送っていく中で，

本人が自立した消費者として生活し，より豊か

な生活の実現のためにも，保護者の学校におけ

る消費者教育への意向に現れたと考える． 
なお，各自治体の高等特別支援学校生や特別

支援学校高等部生を対象に作成された手引き

において，第 5因子の内容を取り上げていた団
体は 15団体中 5団体であった． 

 
２．今後の課題 

本研究において高等特別支援学校における

消費者教育に保護者が求める学習内容の5因子
を教育実践にて具体としていくには保護者，な

らびに，生徒本人の意識や状況を重ね合わせて

検討することが不可欠と考える． 
(１)保護者 

高等部における消費者教育に関わって，生徒

が日々の買い物等を自身が行う機会は少ない

ものの，卒業後は給料を含む金銭管理ができる

ようになってほしいと保護者が期待している

とされている 21)．こうした傾向は，高等特別支

援学校における主権者教育に関わっても，保護

者の政治への関心の高低によってわが子の政

治への興味・関心の捉えも影響を受けるとされ

ている 7)．本研究にて明らかになった 5因子は
保護者がわが子の将来を憂い，わが子に身につ

けた欲しいとする最大の内容と捉えることが

できよう．そして，今後，これらの 5因子にか
かわる保護者個々の意識や生活実態と重ねるな

かでその具体までを検討していかねばならない． 
(２)生徒 

本研究の対象とした高等特別支援学校生の

みならず，高等学校に在籍する軽度知的障害の

生徒も含めた，軽度の認知的制限をもつ生徒の

将来像を見通し，生徒の主体的な取り組みを支

援する教育実践の重要性が指摘されている 11)．

こうしたことからも，本研究で明らかになった

保護者が求める卒業後のリスクへの対応とし

ての学習内容の設定に留まることなく，生徒本

人が何を求め，その実現を阻む具体的な困難さ

を把握し，支援していく体制まで検討していか

ねばならない． 
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